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平成３１年 第３回 高鍋町農業委員会 総会 議事録 

１．開催日時  平成３１年 ３月２８日（水）午後２時から 

２．開催場所  高鍋町役場 第３会議室 

３．出席委員  農業委員        ７名 

        農地利用最適化推進委員 ７名 

  農業委員 

   １番 大福 裕子   ２番 幸妻 正浩   ３番 森 淸一 

   ５番 宇治橋 俊美  ６番 二宮 國光   ７番 松崎 久範 

    会長 坂本 弘志 

  農地利用最適化推進委員 

   １番 松井 正一郎  ２番 永友 祥一   ３番 山口 裕三 

   ５番 永友 定己   ６番 木浦 由子   ７番 宮越 美秋 

   ８番 橋口 卓史 

 

４．欠席委員   

   なし 

 

５．議事日程 

 第１  議事録署名委員及び会議書記の指名 

 第２ 会期の決定（別記のとおり） 

 第３ 諸報告 

 第４ 議案第１３号 農地移動適正化あっせん基準・要領の承認について 

第５ 議案第１４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請書承認に 

ついて 

第６ 議案第１５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書承認に 

ついて  

第７ 議案第１６号 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の

決定について 

 第８ 議案第１７号 平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動の 

点検・評価（案）及び、平成３１年度の目標及び 

その達成に向けた活動計画（案）について 

 

６．事務局職員  事務局長  横山 英二   局長補佐  三笠  浩三 

         係  長  兵藤 衣重   主  査  佐野  由美 

 

（開会１４時００分） 
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［事務局］ 

 みなさんおつかれさまです。ただ今から平成３１年第３回高鍋町農業委員会

総会を開会いたします。会の進行を、坂本会長よろしくお願いいたします。 

 

［議長］ 

それでは、総会を始めます。本日は、農業委員７名全員が出席です。農業委

員会等に関する法律第２７条第３項により、総会は成立しております。 

農地利用最適化推進委員７名全員が出席です。 

本日は農業委員会等に関する法律第３１条第１項等に該当する案件がござい

ます。議案討論の際に申しあげますので、よろしくお願いいたします。 

これより議事に入ります。まず日程第１の議事録署名委員及び、会議書記の

指名を行います。高鍋町農業委員会会議規則第１２条第１項の規定による議事

録署名委員につきましては、議長指名とさせていただきます。 

本日の議事録署名委員には、５番宇治橋俊美委員、６番二宮國光委員を指名

いたします。 

なお本日の会議書記には、事務局職員の三笠浩三補佐を指名いたします。 

日程第２の会期の決定については別記のとおり、本日３月２８日の１日間と

します。 

日程第３の諸報告を事務局に求めます。 

 

［事務局］ 

 はい、事務局。それでは資料の２ページをお開きください。諸報告を申しあ

げます。まず、３月の業務報告についてでございます。 

 ５日火曜日、平成３１年第１回高鍋町議会定例会が行われております。私と

会長が出席しております・  

 同じく５日、平成３０年度宮崎県農業者年金受給者協議会会長・局長合同研

修会が宮崎で行われておりまして、こちらの方は会長が出席しております。 

同じく５日、老瀬地区の人・農地プラン見直しに伴う話し合いが行われてお

ります。こちらに幸妻委員と木浦推進委員、あと事務局からは兵藤係長が出席

しております。 

飛びまして１８日月曜日、平成３１年第１回高鍋町議会定例会一般質問が行

われております。会長と私が出席しております。この中で中村末子議員から本

町における非農地判断は進んでいるのかと質問がございました。農業委員会と

しては、非農地判断の基準を満たす農地については今後２年間をめどに非農地   

判断を実施していく旨答弁を行いました。 

２２日でございます。現地調査を行っております。森副会長と二宮委員と私

と佐野と三笠が出席しております。 
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同じく２２日、老瀬地区圃場整備勉強会が行われております。こちらに幸妻

委員と木浦推進委員、兵藤係長が出席しております。 

２５日、月曜日になります。新富で西都児湯管内農業委員会会長・農業者年

金受給者協議会会長・事務局長合同会議が行われておりまして、会長と私と三

笠が出席しております。 

２７日、高鍋町農業再生協議会の通常総会が行われておりまして、会長と私

と三笠が出席しております。 

本日２８日が、第３回の農業委員会総会となっております。 

 

４月の業務計画について、説明いたします。 

まず１日が辞令交付式となっております。会長と全職員が出席予定となって

おります。 

１９日が現地調査でございます。 

２５日が第４回の総会を予定しております。 

以上でございます。 

 

[事務局] 

３ページをお開きください。県進達経過報告を申しあげます。 

 

４条１件、５条２件、いずれも問題なく３月１３日付けで許可となっており

ます。 

 

[議長] 

 ただ今の報告並びに２ページから３ページについて、ご質問、ご意見はござ

いませんか。 

 

【質疑なし】 

 

それでは質問等ないようですから、以上で諸報告を終わります。 

 それでは日程第４、議案第１３号「農地移動適正化あっせん基準・要領の承

認について」を議題とします。事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

 はい。議案の４ページから１０ページをご覧ください。高鍋町農地移動適正

化あっせん基準の改正について提案をいたします。改正の要旨については、事

前にお配りした資料に記載しておりますが、確認のために読み上げます。 

見直しの背景としましては、本基準は５年ごとに行う農林業センサスの結果
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を反映させるほか、農業農地事情の変動等を勘案し、見直しを行う事とされて

います。 

前回の見直しは、平成２５年に行っております。見直しのポイントは２０１

５年農林業センサスの結果を反映させるとともに、平成２８年３月に改正され

た国の農地移動適正化あっせん事業実施要領及び農地移動適正化あっせん事業

実施要領の運用についての内容を反映させております。そのほかといたしまし

て、平成２５年に高鍋町農地移動適正化あっせん事業実施要領を新設しており

ますが、高鍋町農地移動適正化あっせん基準と記載が重複する部分が多く、ま

た、町独自の要件等がうたわれているため廃止をし、廃止後は、国の要領を準

用するものとします。以上 提案いたします。 

  

[議長] 

 ただ今説明が終わりましたが、ご意見、ご質問はございませんか。 

 

[６番] 

 はい。 

 

[議長] 

 はい、６番。 

 

[６番] 

６番。総じて言いますと、極めて粗雑な内容ですね。こういう案を作成する

ときは、事務局職員全員でよく検討してから出してきてください。多くの目で

見れば間違いがあればわかるんですよ。一人で見るとわからないんです。具体

的に問題点を指摘します。私の発言をしっかりメモして、質問項目ごとに答弁

をしてください。 

まず、順不同になりますけど５ページを見てください。順不同になりますけ

れども最後の方からいきます。１９条の基準の変更というのがあります。ここ

を見てください。ここに協議会を開いて検討するってことになっているのです

が、これはやってないわけですよね。だからここで案めいたものを決めた後に

それをやるということの理解でいいんですかね。それが１点ですね。 

それから２点目は、この内容について県と内協議をしているのかしていない

のか。いずれ県の承認をとらないといけないわけですよね、認定を。内協議を

しているのかしていないのか。これで県がいいと言ったのか言ってないのか、

それが２つ目です。 

３点目は、県知事の認定はいつ受けることを予定しているのかです。そうい

う説明がないので、そこは分からないので。いつごろ知事の認定を受ける予定
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か。 

それから、これまた元に戻りますけど、１ページを見てください。ちょっと

ゆっくり話した方がいいのかな、メモを取ってもらうためには。１ページを見

ると、２条に（１）と（２）というふうに書いてあります。ここはおそらくほ

かのどこかに書いてある文章を、何も考えずにそこに引用してきたんだなとい

うのが見え見えなんですよ。どうしてそう言えるかというと、それは前後の文

章、その関係でそう言えるんです。正しい法律名が書いてなくて、いきなり農

振法と出てくるんですね。それは１条とか３条あたりの書きっぷりと全然違う

んです。それが１つです。 

それから５点目は、同じく２条です。２条に（１）と（２）、先ほど言いまし

たけれども（１）と（２）というのがあります。（２）の文章の中に前号に掲げ

るというふうに言っているわけです。ここでは、（１）を１号と言い、（２）を

２号と言っているわけです。だから、したがって２号のところに前号というふ

うに言っているわけですけれども。ところが、ほかのところではそのような言

い方をしないんですね。２ページめくっていただいて、３ページの７条の１行

目では、単に（１）から（３）とか書いて平仄が合わないんです。これ。先ほ

どのと言い方が。これは、９条とか１５条でもこういうのが出てきます。平仄

が合わないということです。これ。 

それから６点目は、現在実行していないこととか、さらに今後いつ実行する

かも全く分からないようなことが書いてある。この中に。具体的には６条から

９条ぐらいまでがそれに該当します。今やっていないことをやりますやります

っていう、やります詐欺なんですよ、これ。 

それから７点目は、１７条、４ページの一番下。ここでは「事前届出の勧奨」

と書かれているのですが、今後やるのかどうなのか。やると書いてあるんです

けれども。これもやるやる詐欺なのか、やらないのか、やるのか。 

質問は以上ですが、質問ではなくて１点だけお話しますと、仕事の進め方に

問題があるんですよ。この種の文書を出すときは、２～３日しか時間を与えな

くて意見を言えではなくて、一定期間与えて考える時間を十分与えて言わせて、

それから案を作ればこういういろんな問題が出てこないんですよ。いきなり配

ってやるからいろいろ不都合なことが出てくるんですよ。こういう粗雑な内容

なら今日採決しても私は起立しません。以上です。 

 

[議長]  

それでは事務局。 

 

[事務局] 

では、質問の順番に回答をさせていただきます。 
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まず１点目の質問。第１９条のあっせん基準の変更を行うときに協議会を開

くべきとあって、協議会を開いていないのではないかとのご質問ですが、会を

開く暇がありませんでしたので会議自体は開いておりませんが、文書による意

見聴取を行いまして意見をいただいて、それを反映させております。 

次に２点目ですが、県との協議ですけれど、これにつきまして、今日の総会

で承認をいただいた後に変更認定について申請をいたします。 

３番目のご質問の県知事の認定予定日はとありますが、平成１８年の記録に

よりますと３月２日付で変更認定の申請したところ、３月２９日付けで認めま

すとお返事をいただいて、それを４月２日に受付しておりまして、だいたい１

ヶ月足らずのお返事がいただけるのではないかと思います。それに合わせてご

報告いたしますが、基準の施行日が今空欄でご提案しておりますが、県の変更

認定を受けて、その日以降のできるだけ速やかに、その日で設定をしたいと考

えております。 

４点目と５点目のご指摘です。農振法と言う書き方、（１）（２）とか前号と

かいう書き方が入り混じっているというところですが、ご指摘ありがとうござ

います。おっしゃるとおりです。この部分については、表記の問題ではありま

すが速やかに訂正をさせていただきたいとおもいます。 

６点目の質問です。６条から９条に今やっていないことを書いているという

ようなご指摘をいただいておりますが、６条のあっせん譲受け等候補者名簿の

作成はされております。 

 

[６番] 

されているけど、見てないでしょ。委員に見てないでしょ。 

 

[事務局] 

ご要望があれば、はい、お持ちします。 

 

[６番] 

いやいや。じゃ、全部答えてからでいいです。 

 

[事務局] 

はい、６、７、８、９条とやっていないことを、ということがありましたが、

最初に申しあげましたように、これは国の基準に基づいて、見ていただいたら

わかるんですけどほとんど同じです。町独自の表現をしているものがありませ

んので、これに基づいて事務を進めているものと認識しておりますし、万が一

もれが現在あるというのであれば、ただちにこの新設した基準に基づいて事務

を行っていきます。 
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「農業委員会が」といううたい出しもたくさんあるんですが、これは事務局

だけを指すものではなくて、委員さん推進委員さんももちろん含めてのものだ

と認識しておりますので、皆様のご協力をお願いしたいと思います。ご指摘の

あった質問の回答は以上でよろしかったでしょうか。 

 

[６番] 

はい 

 

[議長] 

 はい、６番。 

 

[６番] 

まず名簿を作ってますよっていう話でしたね。名簿を作ったら、そこで名簿

を見せなさいと書いてありますよね。名簿に基づいて選べって書いてあるでし

ょ。だけど、自分達だけが持ってて農業委員会に出さなければ、その名簿は活

用できないんですよ。だから、今、あっせん委員があっせんの相手方を探すと

きには何の手持ち資料もないんです。高鍋町、この広さの中に農家に農地を売

るところに青いアドバルーンが上がっていて、買う所には赤いアドバルーンが

上がっていればそれはここが欲しいんだな、ここが売りたいんだなとか分かり

ますよ。何もないでしょ。何もないところで、あなたたち、この高鍋町の面積

の中から誰か相手を探せって言っているんですよ。こんな小学生に笑われるよ

うなことやってるわけですよ、今。現実はそうでしょ。だから、名簿は作って

います、ありますとか言うけど、名簿は実際は存在してないわけでしょ。しっ

かりした物が存在していれば、出してその名簿で順番とかもその名簿で決めな

さいと書いているでしょ。名簿がないからそれをしないんでしょ。これよく読

んでくださいよ、あなたたちは、まず。やっていないことを、やっていますと

今言っているわけですよ。やってないでしょ。名簿を出してそこの中から誰に

するかっていうのは、農業委員会で決めなさいって書いてあるんですよ。協力

をお願いしますって言っているけれども、協力するベースになるものを出して

ないんです。それ作るときは委員とかも協力しなくてはいけないですよ。事務

局だけですべての名簿を作るのは大変だと思いますよ。だから、一緒になって

作ったら、それを出しなさいって書いてあるんだから。出さんといかんですよ。

出して、みんなで今回はこの人にしようねって決めなさいとここに書いてある

じゃないですか。そんなこと全くやってないんです。お経に過ぎない。これ、

お経。お経っていうのは何のために読むのかっていったらね、亡くなった 

 

[議長] 
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それ以上は発言をやめていただきたい。 

 

[６番] 

どれについてですか。 

 

[議長] 

お経とかそういう感じのは、ちょっと話がちがいますので。 

 

[６番] 

いやいや。 

 

[議長] 

今言われた指摘はちゃんと聞いておりますので、それ以上の発言はやめてく

ださい。意味はわかりますので。 

 

[事務局] 

今までのやり方がまずかったので、二宮委員の指摘がありましたので、今回

このような基準を定めると。でも二宮委員から紹介してもらった国の要領がご

ざいましたので、その要領に基づきこの基準を定めたということでご理解をい

ただければと。 

 

[６番] 

今の発言はよくわかりました。 

ただ、これは高鍋町の要領に書いてあるでしょ。私が言ったからこんな要領

を設置したことではないでしょ。高鍋も要領が書いてあるでしょ、高鍋の。 

 

[議長] 

はい 事務局。 

 

[事務局] 

そういった指摘を含めて、今度から正しいやり方でやるということで、こう

いった要領を改めて基準を定めさせていただいたところでございます。 

 

[６番] 

６番。今度からやるって言ってもやる素材がないんですよ。名簿がないんだ

から。名簿があるのかと、私は去年聞いたんです、担当者に。そしたら、認定

農業者だけの名簿があるって言いましたかね、確かそういう返事だったですよ。
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名簿は。 

 

[事務局] 

名簿につきましては、昔からあっせん譲り受け候補者名簿として作っている

物はございます。ただし、更新が進んでおらず、ちょっとお見せできないよう

な状況になっております。正直。 

 

[６番] 

よくわかりました。正直ベースに話していただいてありがたいです。 

それから、出す時にはどれを出すんですか、県に。どういう内容のものを。 

 

[事務局] 

 はい。 

 

[議長] 

 はい、事務局。 

 

[事務局] 

今お手元にある議案に、新旧対照表を添付した物と、変更について承認くだ

さい、認定くださいという、鑑を付けて出します。 

 

[６番] 

所要の訂正を行ったうえで、という意味でしょ。 

 

[事務局] 

はい。 

 

[議長] 

それでは、そのほかないようでしたら、採決をとらせていただきます。本件

原案のとおり承認することに、賛成委員の起立を求めます。 

 

[６番] 

原案のとおりだとダメですよ。修正するんですよね。 

 

[議長] 

申し訳ございません。今修正とありましたけれども、それをされたのち提出

することにしますので、それを理解のうえ承認するということでよろしいでし



10 

 

ょうか。 

起立をお願いします。はい。全員とします。 

 

 

それでは、次に日程第５、議案第１４号「農地法第４条第１項の規定による

許可申請書承認について」を議題とします。事務局より議案の説明をお願いし

ます。 

 

[事務局] 

１２ページをお開きください。議案第１４号「農地法第４条第１項の規定に

よる許可申請書承認について」 

１番、農地の所在、大字〇〇字〇〇＊＊＊＊番＊ 

畑 ３，１７３㎡ 

申請人 〇〇〇〇 

転用目的は、豚舎、堆肥舎、トラック駐車場、資材置場です。  

担当の森副会長よりご説明をお願いいたします。 

 

[議長] 

はい。３番 

 

[３番] 

説明いたします。この４条申請の場所からですけど、１４ページを見ていた

だくとわかるとおり上の方が北側になっておりますけど、すぐ上の方に○○の

〇〇があります。それよりも約８００メートルぐらい南側になってまして、東

側は〇〇、そして○○に面しております。 

今回の申請は、１７ページを見ていただくとわかると思いますが、平成２２

年以前に事前着工した現在の堆肥舎を改築して豚舎へすると。それに、堆肥舎

の５０㎡、畜舎８０㎡、トラック駐車場、並びに資材置場含めて２００㎡を新

しく設置しようという申請でございます。事前着工ですので、始末書が添付さ

れております。 

小丸川土地改良の問題ないという意見書、さらに金融機関の預金残高のコピ

ーが添付されています。養豚を始めるにあたって、特に気になるのが糞尿とか

いうことでありますが、おがくずを使って処理をすると。臭いを発生しない。

それなりにきちんと処理をするということです。雨については地下浸透という

ことでございます。隣接する畑には、一切迷惑が掛からないようにということ

で確約書もいただいております。以上です。 

 



11 

 

[議長] 

事務局から補足することがありましたら、お願いします。 

 

[事務局] 

はい。申請地は、農業振興地域内の農用地区域内の農地でございますが、転

用目的が農業用施設に該当する「畜舎・堆肥舎等」であるため、転用許可対象

となります。また、農業振興地域整備計画においても既に「農業用施設用地」

に用途変更されております。 

事業費につきましては、畜舎建築費〇〇〇〇円、堆肥舎建築費〇〇〇〇円、

合計〇〇〇〇円で、事業費を上回る金融機関の預金通帳の写しが添付されてお

り、資金面については問題ないと考えられます。 

また、農地転用について協議が整い、差支えないとする小丸川土地改良区の

意見書、並びに事前着工となっていますので始末書が添付されております。 

 

[議長] 

ただ今説明、報告が終わりましたが、ご意見、ご質問はございませんか。  

それでは、質問もないようですから、採決いたします。本件原案のとおり承

認することに、賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認と決定いたしました。 

 

 

次に日程第６、議案第１５号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書

承認について」を議題とします。事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

事務局。１８ページをお開きください。議案第１５号、農地法第５条第１項

の規定による許可申請書承認について。 

１番。農地の所在 大字〇〇字〇〇＊＊＊＊番 

田 ３９９㎡ 

所有権移転です。 

譲渡人 〇〇〇〇 

譲受人 〇〇〇〇 

転用目的は、露天資材置場です。 

担当の二宮委員よりご説明をお願いいたします。 

 

[６番] 

６番。２２ページを見ていただきたいと思います。右上の方に〇〇がありま
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すが、この〇〇を背にして右斜め前方の水田の中に申請地があります。 

この申請地は、この略図が古いために、水田の地図記号の中にある飛び地の

ように見えますけども、赤色の申請地までずっと繋がっております。この申請

は、〇〇、それから〇〇を営む者が会社敷地を拡張して露天の資材置場として

使用するために購入しようとしているものですけれども、法人が購入するので

はなくて個人として購入するということになっております。 

被害防除の方法としては、隣地の境界から自分の土地の内側に１メートル程

度離れた所に畝を作って土砂等が外に流れないようにするという計画になって

おります。雨水は自然浸透です。 

事業費ですけれども、土地購入費が〇〇〇〇円、造成費〇〇〇〇円、ほかの

経費も合わせて約〇〇〇〇円ということで、自己資金で賄うという事で残高証

明が付いております。 

それから、転用を行う事については、小丸川の土地改良区が、差支えないと

する意見が出されております。以上です。 

 

[議長] 

事務局から補足することがありましたらお願いします。 

 

[事務局] 

事務局。申請地は、周辺農地の広がりが１０ｈａ以上の区域内にある農地で

あることから第１種農地と判断されますが、申請に係る農地を特別な立地条件

を必要とする既存の施設の拡張として事業の用に供するために行われるもので

あり、拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面積の２分の１を超

えないことから転用許可対象となります。以上です。 

  

[議長] 

ただ今説明、報告が終わりましたが、ご意見、ご質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですから、採決いたします。本件原案のとおり承

認することに、賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認と決定いたしました。 

 

２番。 

 

[事務局] 

２番。農地の所在 大字〇〇字〇〇＊＊＊＊番＊ 

田 ２９９㎡ 

所有権移転です。 
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譲渡人 〇〇〇〇 

譲受人 〇〇〇〇 

転用目的は一般個人住宅です。 

担当の二宮委員よりご説明をお願いいたします。 

 

[議長] 

はい。６番。 

 

[６番] 

６番。２７ページを見てください。この用紙を縦にして見ていただきますと、

右下から左上にかけて〇〇が通っています。この道路を〇〇から〇〇に向かっ

て進んで、〇〇よりもひとつ手前の細い道路を右側の方に入った道路の先にあ

ります。 

現在、〇〇に住んでいる者がこの申請地に住宅を建てて居住するということ

で申請をしております。 

申請地の周囲は宅地化している所で、申請地はすでに埋め立てがしてありま

して、追認の申請です。 

被害防除の方法ですけども、汚水は合併浄化槽で、雨水は雨水枡を作るとい

う計画になっています。 

事業費は、土地代が〇〇〇〇円、建築費が〇〇〇〇円で、すべて自己資金で

賄うということで残高証明書が付いております。以上です。 

 

[議長] 

事務局から補足することがありましたら、お願いいたします。 

 

[事務局] 

事務局。申請地は、都市計画用途区域、第１種住居地域に用途地域が定めら

れた地区にある農地であることから、第３種農地と判断されます。第３種農地

は、転用許可対象となります。以上でございます。 

 

[議長] 

ただ今説明、報告が終わりましたが、ご意見、ご質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですから、採決いたします。本件原案のとおり承

認することに、賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認と決定いたしました。 

 

３番。 
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[事務局] 

３番。農地の所在 大字〇〇字〇〇＊＊＊＊番＊ 

田 ２４７㎡ 

所有権移転です。 

譲渡人 〇〇〇〇 

譲受人 〇〇〇〇 

転用目的は建売住宅です。 

担当の二宮委員よりご説明をお願いいたします。 

 

[議長] 

はい。６番。 

 

[６番] 

６番。３２ページを見てください。先ほどと同じ図面が付いております。先

ほどの土地の隣の土地です。 

〇〇に本店を置く不動産建築業者が、建売住宅１戸を建築するために申請を

しているものです。  

この申請地の周囲は、先ほどお話ししましたように宅地化している所で、こ

れも同じようにすでに埋め立てをしておりまして、追認の申請です。 

被害防除の方法も先ほどと同じで、浄化槽を作って、雨水枡を作るという計

画になっております。 

事業費は、土地代〇〇〇〇円、建築費が〇〇〇〇円の事業費で、自己資金で

すべて賄うということで、残高証明が出されております。以上です。 

 

[議長] 

事務局から補足することがありましたら、お願いします。 

 

[事務局] 

申請地は、都市計画用途区域、第１種住居地域に用途地域が定められた地区

にある農地であることから、第３種農地と判断されます。第３種農地は、転用

許可対象となります。以上です。 

 

[議長] 

ただ今説明、報告が終わりましたが、ご意見、ご質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですから、採決いたします。本件原案のとおり承

認することに、賛成委員の起立を求めます。 
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起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認と決定いたしました。 

 

次に４番の１と４番の２につきましては、譲受人である事業主及び転用目的

が同一であることから、一括しての説明、採決といたします。事務局より議案

の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

事務局。まず４番の１。農地の所在 大字〇〇字〇〇＊＊＊＊番＊ 

田 １５３㎡ ほか３筆 

所有権移転です。 

譲渡人 〇〇〇〇 

譲受人 〇〇〇〇 

 転用目的は、露天駐車場です。 

 

続きまして４番の２。農地の所在 大字〇〇字〇〇＊＊＊＊番＊ 

田 ６００㎡ 

所有権移転です。 

譲渡人 〇〇〇〇 

譲受人 〇〇〇〇 

転用目的は、露天駐車場です。 

担当の二宮委員よりご説明をお願いいたします。 

 

[議長] 

はい。６番。 

 

[６番] 

６番。３７ページを見てください。〇〇の南側を流れる○○の上を、〇〇が

走っていますが、申請地は、この〇〇と、ちょっと見にくいかもしれませんが

○○と書いてありますがこれはもうなくなっていますので○○の正確に言うと

跡地です。と〇〇の工場に四方を囲まれた一段低い所です。 

この土地を２２台駐車可能な駐車場にすることによって、駐車場不足を解消

したいという事で申請をしているものです。 

駐車場が不足する要因は、おそらく２つだと説明されています。１つは、繁

忙期に人員が増加するという季節的な要因によって駐車場が不足するというこ

とです。もう一つは、どうもあそこは三交替制のようでして、三交替部門から

一部を日勤へ移行するという作業見直しを行うことによって、昼間の働く人が

増えるために昼間の駐車場が不足するということになるので、駐車場２２台分
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を増設するということです。 

周囲はブロック壁を設けて土砂の流出を防止するということになっておりま

して、水利関係については利害関係がないとされております。 

事業費は、土地代が〇〇〇〇円、造成費が〇〇〇〇円。しめて〇〇〇〇円と

いうことで、残高証明書が添付されています。以上です。 

 

[議長] 

事務局から補足することがありましたら、お願いします。 

 

[事務局] 

事務局。申請地は、都市計画用途区域、工業地域に用途地域が定められた地

区にある農地であることから第３種農地と判断されます。第３種農地につきま

しては、転用許可対象となります。以上です。 

 

[議長] 

ただ今説明、報告が終わりましたが、ご意見、ご質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですから、一括して採決いたします。本件原案の

とおり承認することに、賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認と決定いたしました。 

 

５番。 

 

[事務局] 

５番。農地の所在 大字〇〇字〇〇＊＊＊＊番＊ 

畑 １，３１４㎡ 

所有権移転です。 

譲渡人 〇〇〇〇 

譲受人 〇〇〇〇 

転用目的は、太陽光発電施設です。  

担当の宇治橋委員よりご説明をお願いいたします。 

 

[議長] 

はい、５番。 

 

[５番] 

はい、５番。説明いたします。 

申請地は、図面は４１ページの〇〇になります。 
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〇〇より東へ行き、〇〇を渡ってすぐＴ字路になりますが、その道路を北へ

約５０ｍくらい行ったところの東側です。 

〇〇〇〇さんから、〇〇〇〇さんへの所有権移転と、〇〇〇〇さんの太陽光

発電設置の転用許可申請です。 

この資金計画は、土地代が〇〇〇〇円、機械、工事費用が〇〇〇〇円、土地

造成費が〇〇〇〇円、総額〇〇〇〇円となっております。 

この本件の転用は、太陽光パネル設置であり、新たな汚水、排水の発生はな

いと、土地造成は整地、転圧のみで、雨水等排水は現状どおり自然浸透であり、

土地境界には段差を設け、敷地内より雨水の流出がないよう調整しますという

ことです。万一被害が生じた場合には、当方が責任を持って対処しますと誓約

書、確約書、また預金残高証明が添付されています。以上。 

 

[議長] 

事務局から補足することがありましたら、お願いします。 

 

[事務局] 

申請地は、過去の公共投資の実績もない、小集団の生産性の低い農地である 

ことから、第２種農地と判断されます。第２種農地につきましては転用許可対

象となります。 

それから、１０ｋｗ以上の太陽光発電設備に係る設備認定通知書、九州電力

の工事費負担金請求書も添付されております。また、申請者に対し、近隣の住

民への対応を確認したところ、「事業内容の説明を実施し、同意を得ている。」

との返答を確認しているところでございます。 

その他、近隣住民や営農者に対し、事業内容の説明を行ったこと。万一問題

が発生した場合、当方にて対処すること。完成後も適切に管理し、周辺住民や

近隣土地に対する被害防除に努め、仮に被害が発生した場合には、その防除及

び被害回復について万全の措置を行うことを約束する誓約書が添付されており

ます。以上です。 

 

[議長] 

ただ今説明、報告が終わりましたが、ご意見、ご質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですから、採決いたします。本件原案のとおり承

認することに、賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認と決定いたしました。 

 

 

次に日程第７、議案第１６号「農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集
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積計画の決定について」を議題とします。事務局より議案の説明をお願いしま

す。 

 

[事務局] 

はい。１番。農地の所在 大字〇〇字〇〇＊＊＊＊番 

畑 ２，７４９㎡ 

利用権を設定する者   〇〇〇〇 

利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇  

担当の宮越推進委員よりご説明をお願いします。 

 

[議長] 

７番。 

 

[７番]  

はい、７番推進委員。説明します。 

〇〇〇〇さんと〇〇〇〇さんとの利用権貸借の再設定でございます。 

申請地は、〇〇を上がり、途中〇〇方面に行く道があるんですけれども、そ

ちらの方を上がっていただいて、その先を進んだところから東に３００ｍ行っ

たところが突き当たりになるんですけれども、そこの左のところに申請地がご

ざいます。 

現状は、お茶が植わっておりまして収穫間近になっているような感じでいま

した。〇〇〇〇さんは、○○○、高鍋町の認定農業者であり、茶の生産はもと

より、加工、販売まで手掛ける大規模な経営を営んでいます。 

利用期間は１０年で、賃借料は〇〇〇〇円です。以上です。 

 

[議長] 

事務局及び担当推進委員の説明が終わりました。ご意見、ご質問はございま

せんか。 

 

【質疑なし】 

 

それでは、質問もないようですから、採決いたします。本件原案のとおり決

定することに、賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

２番につきましては、橋口推進委員本人が利用権の設定を受ける者になるた

め、高鍋町農業委員会会議規則第１１条の規定により、橋口推進委員につきま
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しては、この案件への議事参加ができませんので、しばらくの間、ご退席をお

願いいたします。 

 

  【橋口 卓史 推進委員 退室】 

 

それでは、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

はい、２番。農地の所在 大字〇〇字〇〇＊＊＊＊番＊  

田 ８２１㎡ ほか４筆 

利用権を設定する者   〇〇〇〇 

利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇 

担当の宮越推進委員よりご説明をお願いします。 

 

[議長] 

はい、推進委員７番。 

 

[７番] 

７番推進委員。説明いたします。〇〇〇〇さんと〇〇〇〇さんとの、利用権

貸借の新規設定となります。 

〇〇〇〇さんは、露地野菜や早期水稲などを栽培される認定農業者でござい

ます。 

申請地は、〇〇を中心とした周りにあるのですけれども、南東に３００メー

トル行った所に１筆、同じく〇〇から北に１００メートル行き、それから東に

２００メートル行った所にまた１筆あります。また〇〇を北に３００メートル

ほど行った所に残りの３筆があります。 

現状は、管理されていない状態になってはいましたけれども、今後○○○○

さんが早期水稲を作付けされるということなので、管理がスムーズにいくので

はないかなと思っております。 

利用期間は５年で、賃借料は反当〇〇〇〇円です。以上です。 

 

[議長] 

事務局及び担当推進委員の説明が終わりました。ご意見、ご質問はございま

せんか。 

 

【質疑なし】 
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それでは、質問もないようですから、採決いたします。本件原案のとおり決

定することに、賛成委員の起立を求めます。起立全員と認めます。 

よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

橋口推進委員は、席へお戻りください。 

 

 【橋口 卓史 推進委員 入室】 

 

次の３番及び４番につきましては、永友定己推進委員の○○さんが利用権の

設定を受ける者になるため、高鍋町農業委員会会議規則第１１条の規定により、

永友推進委員につきましては、この案件への議事の参加ができませんので、し

ばらくの間ご退席をお願いいたします。 

 

 【永友 定己 推進委員 退室】 

 

それでは、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

３番。農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 ５８６㎡ 

利用権を設定する者   〇〇〇〇 

利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇  

担当代理の宮越推進委員よりご説明をお願いします。 

 

[議長] 

はい、推進委員７番。 

 

[７番] 

はい、７番推進委員。説明したいと思います。 

〇〇〇〇さんと〇〇〇〇さんとの、利用権貸借の新規設定です。 

〇〇〇〇さんは、露地野菜、早期水稲などを栽培される認定農業者でござい

ます。 

申請地は１０号線の〇〇を、南に３００メートルほど下った所に、昔○○、

今は上の方に新設されているんですけれども、そこに〇〇があったんですけど

も、そこの跡地のすぐ東側の裏手に申請地はございます。 

現状は管理されていない状態でありました。でも、〇〇〇〇さんが今後早期

水稲を作付けされるということでありますので、管理等はスムーズにいくと考

えております。 
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利用期間は５年で、賃借料は反当○〇〇〇円です。以上です。 

 

[議長] 

事務局及び担当代理推進委員の説明が終わりました。ご意見、ご質問はござ

いませんか。 

 

【質疑なし】 

 

それでは、質問もないようですから、採決いたします。本件原案のとおり決

定することに、賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

次に、４番です。 

 

[事務局] 

４番。農地の所在 大字〇〇字〇〇＊＊＊＊番＊ 

田 ２，０７３㎡ 

利用権を設定する者   〇〇〇〇 

利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇 

担当代理の宮越推進委員よりご説明をお願いします。 

 

[議長] 

 はい。推進委員７番。 

 

[７番] 

はい。７番推進委員。説明いたします。 

〇〇〇〇と、〇〇〇〇さんとの利用権貸借の新規設定です。 

先程、〇〇〇〇さんのときにも説明したのですけども、同じ所のすぐ横に申

請地はございます。後は同じなので、説明等は省略させていただきたいと思い

ます。 

利用期間は５年で、賃借料は反当〇〇〇〇円です。以上です。 

 

[議長] 

事務局及び担当代理推進委員の説明が終わりました。ご意見、ご質問はござ

いませんか。 

 

【質疑なし】 
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それでは、質問もないようですから、採決いたします。本件原案のとおり決

定することに、賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

永友定己推進委員は、席へお戻りください。 

 

 【永友 定己 推進委員 入室】 

 

次、５番。 

 

[事務局] 

はい、５番。  

農地の所在 大字〇〇字〇〇＊＊＊＊番＊ 

田 ９８３㎡ ほか１筆 

利用権を設定する者   〇〇〇〇 

利用権の設定を受ける者 公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

担当の宮越推進委員よりご説明をお願いします。 

 

[議長] 

はい、推進委員７番。 

 

[７番] 

はい、７番推進委員。説明いたします。 

〇〇〇〇さんと、公益社団法人宮崎県農業振興公社との中間管理事業を使っ

た利用権貸借です。 

申請地は、〇〇を〇〇方面に行くと〇〇があります。それを西へ４００ｍほ

ど行った所に申請地はございます。 

〇〇〇〇さんがこの土地を最近購入され、その前の土地を借りて作付けして

いた方から、今後も米を作らせてくれないかというお話があり、今回の中間管

理事業を使った案件になりました。 

利用期間は５年で、反当〇〇〇〇円です。以上です。 

 

[議長] 

事務局及び担当推進委員の説明が終わりました。ご意見、ご質問はございま

せんか。 

 

【質疑なし】 
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それでは、質問もないようですから採決いたします。本件原案のとおり決定

することに、賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

６番。 

 

[事務局] 

６番。 

農地の所在 大字〇〇字〇〇＊＊＊＊番＊  

田 ６８２㎡ ほか１１筆  

利用権を設定する者    〇〇〇〇  

利用権の設定を受ける者 公益社団法人宮崎県農業振興公社 

担当の宮越推進委員よりご説明をお願いします。 

 

[議長] 

はい。推進委員７番。 

 

[７番] 

はい、７番推進委員。説明いたします。 

〇〇〇〇さんと公益社団法人宮崎県農業振興公社との、中間管理事業を使っ

た利用権貸借です。 

申請地は、〇〇を〇〇方面に１００ｍ行き、東へ１００ｍ行った所に３筆ご

ざいます。また、〇〇の前に１筆、残りは西に５０ｍ下った所にございます。

〇〇〇〇さんは今年の１月に亡くなりまして、妻の〇〇さんに引き継がれたの

ですけれども、まだ名義変更がなされてなくて、家族の承諾はもらえていると

いうことで、印鑑等ももらっているということなので、今回の案件にさせてい

ただきました。 

利用期間は１０年で、借地料は反当〇〇〇〇円です。以上です。 

 

[議長] 

事務局及び担当推進委員の説明が終わりました。ご意見、ご質問はございま

せんか。 

 

【質疑なし】 

 

それでは、質問もないようですから、採決いたします。本件原案のとおり決
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定することに、賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

７番。 

 

[事務局] 

はい、７番。農地の所在 大字〇〇字〇〇＊＊＊＊番＊ 

 畑 ２，２３８㎡ 

 利用権を設定する者   〇〇〇〇 

 利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇 

 担当の松井推進委員よりご説明をお願いします。 

 

[議長] 

はい、推進委員１番。 

 

[１番] 

はい、１番。説明いたします。 

〇〇〇〇さんと〇〇〇〇さんとの利用権の新規設定です。 

申請地は、〇〇橋を渡り、県道の〇〇を上った所にあります〇〇の〇〇から

〇〇の〇〇に向かって東に行って２００ｍの所にある長方形の農地です。 

〇〇〇〇さんは、露地野菜栽培と和牛経営をなさっており、以前より飼料用

の畑として耕作されていましたが、今回農業委員会を通した強化法の利用権設

定を行いたいという申出があり、今回申請に至りました。 

現地確認したところ、ロータリー耕運されており、非常に良く管理されてい

ました。 

利用料は反当○〇〇〇円、期間は５年間です。説明は以上です。 

 

[議長] 

事務局及び担当推進委員の説明が終わりました。ご意見、ご質問はございま

せんか。 

 

【質疑なし】 

 

それでは、質問もないようですから、採決いたします。本件原案のとおり決

定することに、賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 
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８番。 

 

[事務局] 

はい、８番。農地の所在 大字〇〇字〇〇＊＊＊＊番＊ 

 田 ７８０㎡ 

 利用権を設定する者   〇〇〇〇 

 利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇  

担当の永友祥一推進委員よりご説明をお願いします。 

 

[議長] 

はい、推進委員２番。 

 

[２番] 

はい、説明します。 

〇〇〇〇さんと〇〇〇〇さんとの利用権貸借の再設定です。 

申請地は、〇〇の南側約２００ｍにある水田です。今後も飼料稲を作られる

そうです。賃借料は、籾〇〇ｋｇです。以上です。 

 

[議長] 

事務局及び担当推進委員の説明が終わりました。ご意見、ご質問はございま

せんか。 

 

【質疑なし】 

 

それでは、質問もないようですから、採決いたします。本件原案のとおり決

定することに、賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

９番。 

 

[事務局] 

はい。９番。農地の所在 大字〇〇字〇〇＊＊＊＊番＊ 

  田 １，０１６㎡ ほか６筆 

利用権を設定する者   〇〇〇〇 

 利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇 

担当の永友祥一推進委員よりご説明をお願いします。 

 



26 

 

[議長] 

はい、推進委員２番。 

 

[２番] 

はい、説明します。 

〇〇〇〇さんと〇〇〇〇さんとの、利用権貸借の新規分と再設定の契約です。 

新規分は、○○＊＊＊＊番＊と、その下の下、○○＊＊＊＊番。この２件分

が新規分です。残りはすべて再設定となります。 

 申請地は、〇〇の東南方向にある水田６枚と、次のページの一番下は、〇〇

の〇〇の南側にある水田です。米を作られるそうです。賃借料は、合計で籾〇

〇ｋｇです。以上です。 

 

[議長] 

事務局及び担当推進委員の説明が終わりました。ご意見、ご質問はございま

せんか。 

 

【質疑なし】 

 

それでは、質問もないようですから、採決いたします。本件原案のとおり決

定することに、賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

１０番。 

 

[事務局] 

１０番。農地の所在 大字〇〇字〇〇＊＊＊＊番＊ 

  田 １，２３８㎡ ほか２筆 

利用権を設定する者   〇〇〇〇  

利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇  

担当の永友祥一推進委員よりご説明をお願いします。 

 

[議長] 

はい、推進委員２番。 

 

[２番] 

説明します。 

〇〇〇〇さんと〇〇〇〇さんとの利用権貸借の再設定です。 
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申請地は、１０号線の〇〇の北側約１５０ｍにある水田です。契約後も飼料

稲を作られるそうです。 

賃借料は、１０ａ当り〇〇〇〇円だそうです。以上です。 

 

[議長] 

事務局及び担当推進委員の説明が終わりました。ご意見、ご質問はございま

せんか。 

 

【質疑なし】 

 

それでは、質問もないようですから、採決いたします。本件原案のとおり決

定することに、賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

１１番。 

 

[事務局] 

はい、１１番。農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

  田 ９９１㎡ ほか１筆 

   利用権を設定する者   〇〇〇〇 

利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇 

担当の永友祥一推進委員よりご説明をお願いします。 

 

[議長] 

はい、２番。 

 

[２番] 

説明します。 

〇〇〇〇さんと〇〇〇〇さんとの利用権貸借の再設定です。 

申請地は、〇〇の南側約１００ｍにある水田です。契約後も飼料稲を作られ

るそうです。 

賃借料は、１０ａ当り〇〇〇〇円です。以上です。 

 

[議長] 

事務局及び担当推進委員の説明が終わりました。ご意見、ご質問はございま

せんか。 

 



28 

 

【質疑なし】 

 

それでは、質問もないようですから、採決いたします。本件原案のとおり決

定することに、賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

次に、１２番の案件につきましては、利用権の設定を受ける者が私の案件の

ため、農業委員会等に関する法律第３１条第１項の規定に該当し、私につきま

しては、この案件への議事参加ができませんので、会の進行を森副会長に交代

し、退室いたします。 

 

【坂本会長退室、森副会長は会長席に移動】 

 

[副会長] 

それでは、会長に変わりまして議事の進行を行いたいと思います。 

事務局の説明をお願いしたいと思います。 

 

[事務局] 

はい、１２番。農地の所在 大字〇〇字〇〇＊＊＊＊番＊ 

田 １３６㎡ ほか１筆 

利用権を設定する者    ○○○○ 

利用権の設定を受ける者 公益社団法人宮崎県農業振興公社 

担当の木浦推進委員よりご説明をお願いします。 

 

[副会長] 

６番。 

 

[６番] 

はい、説明します。〇〇〇〇さんの田んぼの中に、〇〇〇〇さんの名義の田

んぼが一部分、２４４㎡入っていて、今までずっと〇〇〇〇さんが作っていら

したんですが、今回、いろいろ先々のことを考えて、新規で振興公社を通した

管理事業の利用権貸借をされるということで、今度出された案件です。 

期間は１０年間で、賃借料は、２４４㎡で〇〇〇〇円です。 

場所は、〇〇から〇〇に下りる坂の手前に右に細い道があって、だいぶ下の

段に、小丸川に近い所になるんですけれども、そこに田んぼがけっこうあるん

です。何軒か分の田んぼがあるんです。その中の田んぼの１枚の中に、２枚に

分かれてあるんです。よろしくお願いします。 
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[副会長] 

事務局及び担当推進委員の説明が終わりました。ご意見、ご質問はございま

せんか。 

 

【質疑なし】 

 

それでは、質問もないようですので採決いたします。本件原案のとおり決定

することに、賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

それでは会の進行を、坂本会長に交代します。 

 

【森副会長は自席に移動。坂本会長入室及び着席】 

 

[議長] 

はい、それでは始めます。１３番。 

 

[事務局] 

はい、１３番。農地の所在 大字〇〇字〇〇＊＊＊＊番 

  田 １，３８１㎡ 

  利用権を設定する者    〇〇〇〇 

  利用権の設定を受ける者 公益社団法人宮崎県農業振興公社 

担当の永友定己推進委員よりご説明をお願いします。 

 

[議長] 

はい、推進委員５番。 

 

[５番] 

５番推進委員。説明いたします。 

利用権の設定で、〇〇〇〇さん、〇〇〇〇さんは同じ地区で、農地中間管理

事業を使って公益社団法人宮崎県農業振興公社との利用権設定であります。 

お互いに新規での設定で、農地の所在地は、〇〇の信号を東へ３００ｍほど

行き、左へ１５０ｍ行った所にあります。面積は１，３８１㎡で水田。 

期間は５年間で、１０ａ当り〇〇〇〇円です。以上です。 

 

[議長] 

事務局及び担当推進委員の説明が終わりました。ご意見、ご質問はございま



30 

 

せんか。 

 

【質疑なし】 

 

それでは、質問もないようですから、採決いたします。本件原案のとおり決

定することに、賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

１４番。 

 

[事務局] 

はい、１４番。農地の所在 大字〇〇字〇〇＊＊＊＊番＊ 

 田 ８００㎡ ほか１筆。 

 利用権を設定する者   〇〇〇〇 

 利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇  

担当の永友祥一推進委員よりご説明をお願いします。 

 

[議長] 

推進委員２番。 

 

[２番] 

はい、説明します。 

〇〇〇〇さんと〇〇〇〇さんとの利用権貸借の再設定です。 

申請地は、１０号線の〇〇の北側約２５０ｍにある水田です。今後も飼料稲

を作られるそうです。 

賃借料は合計で〇〇〇〇円です。以上です。 

 

[議長] 

事務局及び担当推進委員の説明が終わりました。ご意見、ご質問はございま

せんか。 

 

【質疑なし】 

 

それでは、質問もないようですから、採決いたします。本件原案のとおり決

定することに、賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 
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１５番。 

 

[事務局] 

１５番。農地の所在 大字〇〇字〇〇＊＊＊＊番＊ 

 田 ８２１㎡ 

 利用権を設定する者   〇〇〇〇 

 利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇 

 担当の永友祥一推進委員よりご説明をお願いします。 

 

[議長] 

はい、２番推進委員。 

 

[２番] 

説明します。 

〇〇〇〇さんと〇〇〇〇さんとの利用権貸借の設定です。 

申請地は、１０号線〇〇の北側約１５０ｍにある水田です。今後も米を作ら

れるそうです。借地料は〇〇〇〇円です。以上です。 

 

[議長] 

事務局及び担当推進委員の説明が終わりました。ご意見、ご質問はございま

せんか。 

 

【質疑なし】 

 

それでは、質問もないようですから、採決いたします。本件原案のとおり決

定することに、賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

 

次に日程第８、議案第１７号「平成３０年度の目標及びその達成に向けた活

動の点検・評価（案）及び、平成３１年度の目標及びその達成に向けた活動計

画（案）について」を議題とします。事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

事務局。 

こちらにつきましては、経営局長通知によりまして農業委員会の適正な事務

実施について通知が出ており、事務の執行にあたっては法令事務の的確な執行
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及び総会等での審議結果等を公表することに伴い、年度当初に地域の農業者等

から意見、要望を反映した活動計画を策定するとともに、前年度の活動の点検、

評価についても地域の農業者等から意見、要望を反映することとなっておりま

す。 

それでは、平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）

について説明いたします。 

まずは、５２ページをお開きください。Ⅰ番、農業委員会の状況です。 

昨年までは提案する年の状況、昨年の方法でいきますと、平成３１年度の状

況をお伝えしておりましたが、平成３０年度の点検・評価であることから、基

準とするのは３０年度当初の状況をお伝えするべきとの考え方に基づきまして、

今回から変更いたしております。 

ちなみにホームページで各農業委員会の状況を調べましたところ、各農業委

員会で基準とする年に違いが見られましたが、県内では、宮崎市、えびの市、

延岡市等が点検・評価を行う年の当初の状況をお伝えしておりました。 

それでは、この計画につきましては昨年承認されておりますので、変更点や

実績を抽出してご説明いたします。 

まず、農業委員会の現在の体制でございますが、この中の新制度に基づく農

業委員会の農業委員数の下にございます、認定農業者に準ずる者とありますが、

こちらが１名で記載しておりましたが、該当者がいないということで、０名に

修正させていただいております。 

続きまして、５３ページをお開きください。Ⅱ番、担い手への農地の利用集

積・集約化でございます。 

２番の平成３０年度の目標及び実績でございますが、３０年度の新規実績、

集積面積が８．８ｈａございました。上段のこれまでの集積面積に新規実績を

プラスして、集積実績が６５９．８ｈａでございました。集積目標が６７１ｈ

ａでございましたので、達成状況を計算いたしますと９８．３３％という結果

でございました。 

３番の目標の達成に向けた活動につきましては、活動実績として農業委員、

農地利用最適化推進委員、事務局職員、農地相談員により、あっせん事業や特

例事業、農地中間管理事業を推進した、また平成３０年度は、延べ１２回のあ

っせん委員会を開催し、８．８ｈａを担い手に集積したという実績にしており

ます。 

４番の目標及び活動に対する評価でございますが、目標に対する評価につい

ては、米の出荷価格の低迷、農業機械の大型化により耕作面積の狭い農地等の

水田の利用集積が困難であった、活動に対する評価につきましては、あっせん

事業や特例事業を推進したが、目標未達成に終わったという評価を記載いたし

ております。 
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続きまして５４ページになります。Ⅲ番、新たに農業経営を営もうとする者

の参入促進でございますが、課題を新しく書き替えてしまいましたが、３０年

度の当初の状況を記載すべきですので、元に戻すことといたします。すいませ

ん、訂正いたします。 

２番の平成３０年度の目標及び実績についてでございますが、参入実績が３

経営体ございました。それから、参入実績面積が４ｈａございました。 

３経営体の内訳につきましては、○○○○、○○○○、○○○○でございま

す。参入目標が２経営体でございましたので、達成状況を算定すると１５０％

という達成状況でございました。 

面積でございますが、参入目標面積が１ｈａでございましたので、実績の４

ｈａで計算すると、達成率が４００％という結果になっております。 

３番の目標の達成に向けた活動でございますが、活動実績といたしましては、 

農政担当課等と連携し、新規参入者との経営相談、地権者との交渉等を２月か

ら７月にかけて延べ１０回実施、新規参入者への農地集積を図ったとしており

ます。 

４番の目標及び活動に対する評価につきましては、目標に対する評価につき

ましては、年間を通じて新規参入者への農地のあっせん事業が、となっており

ますが、をに修正ください、すいません、事業を実施し、年間の目標を達成で

きた、それから活動に対する評価につきましては、農業委員、農地利用最適化

推進委員や事務局職員、農地相談員による、あっせん活動により、年間目標を

達成できたという形に記載しております。 

続きまして、５５ページをお開きください。 

２番、平成３０年度の目標及び実績でございますが、解消実績が６．８ｈａ 

でございました。解消目標が８ｈａでございましたので、達成状況が８５％と

いう結果になっております。 

３番、２の目標の達成に向けた活動でございますが、活動実績につきまして

は農地の利用状況調査を実施しており、調査員数１５名、調査実施時期５月～

９月、調査結果取りまとめ時期９月～１０月、それから農地の利用意向調査で

ございますけれども、調査実施時期を１１月～１月にかけて、調査数が２５筆、

調査面積が４．０４ｈａという結果でございました。 

その他の活動として、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金事業に１事業取り

組んでいます。 

４番、目標及び活動に対する評価でございますが、目標に対する評価につき

ましては、利用状況調査、利用意向調査等は実施しましたが、目標達成ができ

なかったとしております。 

活動に対する評価につきましては、利用意向調査、遊休農地所有者等への指

導は行い解消面積はある程度あったが、新規発生が多く解消は進まなかったと
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しております。 

 続きまして、５６ページをお開きください。 

これも修正をお願いいたします。  

 １番の現状及び課題のところで、現状の下に平成３０年４月現在としており

ますが、こちらを３月に修正をお願いいたします。 

 ２番、平成３０年度実績でございますが、０ｈａとしておりますけれども、

１件○○○○の違反転用がございましたので、こちらの実績の面積を０．０６

ｈａと修正をお願いいたします。増減も０．０６増加という形になります。 

３番、活動計画・実績及び評価でございますが、活動実績を農業委員、農地

利用最適化推進委員や事務局職員、農地相談員による農地パトロールの実施を

年間を通じて行った、活動に対する評価を農地パトロールの成果があり違反転

用の未然防止と書いてありますが、そちらを拡大防止に変更をお願いします。

拡大防止につながった。農地パトロールについては日時を定めず年間を通じて

行ったと記載いたしております。 

続きまして５７ページにまいります。 

農地法等によりその権限に属された事務に関する点検でございますが、１番

の農地法第３条に基づく許可事務ですが、１年間の処理件数が２４件でござい

ました。中段あたりにございます実施状況でございますが、申請者へ総会等で

の指摘や許可条件等を説明した件数として２４件、全件を計上いたしておりま

す。 

続きまして、２番の農地転用に関する事務ですけれども、１年間の処理件数

が４２件でございました。 

続きまして、５８ページをお開きください。 

こちらに、３番、農地所有適格法人からの報告への対応として記載しており

ます。報告につきましては、管内の農地所有適格法人数が２６法人ございまし

て、うち提出があった法人が２１法人、うち報告書の督促を行った農地所有適

格法人数が５法人、うち督促後に報告書を提出した農地所有適格法人数が２法

人、報告書を提出しなかった農地所有適格法人が３法人でございました。 

提出しなかった理由といたしましては、決算時期が異なるため、提出されて

いないという状況がございましたが、今後も引き続き督促をしてまいりたいと

考えております。 

その下の４の情報の提供等でございます。賃借料情報の調査・提供でござい

ますけれども、調査対象賃貸借件数が２６５件ございました。こちらの方、平

成３１年３月、今月、お知らせ高鍋等で、回覧で回しております。後日になり

ますが、町のホームページでも掲載を予定しております。 

 次に、農地の権利移動等の状況把握でございますが、調査対象の権利移動件

数が５２５件ございました。 
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 それから農地台帳の整理につきましては、整理対象農地面積につきましては、

集計した結果、１，６２１ｈａという結果でございました。 

次に５９ページになります。 

地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内容でございますが、農地利用

最適化等に関する事務といたしましては、農地を探している。農地を売りたい

という要望、ご意見がございました。対処内容につきましては、農業委員によ

る農地の仲介、あっせん等を行ったという形にしております。 

次に、農地法等によりその権限に属された事務につきましては、転用に関す

る相談が主な要望でございました。対処内容につきましては、転用可能かにつ

いて調査のうえ、依頼者へ報告いたしております。 

次に、事務の実施状況の公表等につきましてですけれども、総会等の議事録

の公表につきましては、窓口で閲覧可能としております。一部議事録が公表さ

れていない状況になっておりますので、早急に公表する手続をとっております。 

３番、活動計画の点検・評価の公表でございますが、ホームページに公表す

るという形をとっておりますので、公表しているという形で記載いたしており

ます。 

続きまして、平成３１年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）でご

ざいますが、こちらの方が平成３１年３月１５日現在の状況を記載いたしてお

ります。 

主な変更点を申しあげます。 

まず、一番上の段、一番右の欄の上から２番目の基本構想水準到達者でござ

いますが、ここを新たに９名という形で追加いたしております。前年度まで未

確認だったことによる漏れでございます。 

２段目の表の耕地面積ですけれども、８ｈａ減の１，４６６ｈａに変更いた

しております。８ｈａの根拠でございますが、農地転用等手続の所有している

農地台帳面積において８ｈａ減が確認されましたので、この数値を活用して８

ｈａ減の耕地面積１，４６６ｈａとしております。 

農業委員会の現在体制につきましては変更なしという形をとっております。  

右下の農地利用最適化推進委員の地区数が３という形で、現状と異なります

けれども、こちらの地区数は公募をかけたときの地区数ということで３地区と

なっております。 

続きまして６１ページをお開きください。 

担い手への農地の利用集積・集約化でございます。 

現状として、平成３１年３月の現状を記載いたしております。管内の農地面

積１，４６６ｈａ、これまでの集積面積６５９．８ｈａ、集積率が４５．００％

となっております。 

課題につきましては、担い手の高齢化等により経営に限界があることや、農
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地が分散している経営体も見受けられるため、経営農地周辺に集約する事が課

題となっているという形で記載いたしております。 

２番、平成３１年度の目標及び活動計画でございますが、集積面積目標を６

９１ｈａ、うち新規集積面積３１．２ｈａとしております。非常に大きい数値

で難しい数値とは思うんですが、目標設定の考え方として、農地等の利用の最

適化の推進に関する指針より年間集積面積を算出しておりまして、３年間で６

０ｈａとしております。そのため１年間で２０ｈａと設定がなされており、さ

らに昨年度の不足分、こちらがございますのでこの１１．２ｈａを２０ｈａに

足した３１，２ｈａを集積の目標面積としております。 

活動計画でございますが、人・農地プランの作成、見直しに主体的に取り組

みまして、農地中間管理機構との連携、利用調整、交換と利用権の再設定を推

進する、農地の所有者等を確知することができない農地については、公示手続

を経て県知事の裁定で利用権が設定できる制度を活用し農地の有効利用に努め

る、８月に農地利用状況調査を行い集積可能な農地の発見に努めるという形で

計画を立てております。 

次に、新たな農業経営を営もうとする者の参入促進ですけれども、現状、課

題といたしまして記載しております。 

課題につきましては、新規参入者の減少、現状では新規参入者が希望する条

件の良い農地については空きがなく、農地のあっせんや権利設定が円滑に実施

できないことを課題としております。 

続きまして、２番の平成３１年度の目標及び活動計画でございますけれども、 

参入目標数を２経営体、前年と同数で設定いたしております。参入目標面積  

につきましても１．０ｈａということで、前年目標と変更ございません。 

続きまして、６２ページです。 

遊休農地に関する措置といたしまして、現状が平成３１年３月現在で、管内

の農地面積１，４６６ｈａに対して遊休農地面積が６８．０ｈａとなっており、

その割合が４．６３％となっております。課題でございますが、農地所有者へ

の指導の徹底と、再生後の利用者の確保が大きな課題ということで、上げさせ

ていただいております。 

２番、平成３１年度の目標及び活動計画でございますが、遊休農地の解消面

積を９．２ｈａという形で設定いたしております。設定の考え方でございます

が、こちらも、農地等の利用の最適化の推進に関する指針により年間集積、す

いません、年間集積面積でございますが年間解消面積です、訂正いたします、

を算出、３年間で２４ｈａのため１年間で８ｈａと設定。さらに昨年度の不足

分が１．２ｈａございますので、８ｈａに１．２ｈａをプラスした９．２ｈａ

を解消の目標面積と設定いたしております。 

 あとは、農地の利用状況調査等につきましては、昨年と同様という形にして
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おります。 

次に、違反転用への適切な対応でございますが、こちらの現状、平成３１年

３月現在でございますが、管内の農地面積１，４６６ｈａに対してこちらも０

となっておりますが、先ほどと同様に０．０６ｈａに修正をお願いいたします。  

課題といたしましては、農地パトロールの継続という形にしております。 

続きまして、２番の平成３１年度の活動計画でございますが、年間を通して、

農地パトロール等による違反転用の未然防止に向けた取組を行うという形にし

ております。 

 ６３ページにつきましては、今申しあげた状況をストレートで、数値で表し

たものになっております。またお目通しいただきたいと思います。 

以上でございます。 

 

[議長] 

ただ今事務局の説明が終わりました。ご意見、ご質問はございませんか。そ

れでは、採決をいたします。本件原案のとおり承認することに、賛成委員の起

立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認と決定いたしました。 

 

 

以上で本日の議案のすべてを終わりましたが、事務局からその他で連絡事項

等あればお願いします。 

 

 

 

それでは、これをもちまして、平成３１年第３回高鍋町農業委員会総会を閉

会いたします。どうもありがとうございました。 

 

    （閉会 １５時３９分） 


